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◉

パ
ソ
コ
ン
操
作
お
よ
び

Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
の
習
得
、
就
職
能
力

の
向
上
を
目
指
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
マ

ナ
ー
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス

キ
ル
を
習
得
し
ま
す

10
月
29
日（
水
）〜
平
成

27
年
１
月
28
日（
水
）午
前
９
時
〜

午
後
３
時
50
分
※
休
講
日
＝
土
、

日
、
祝
日
、
年
末
年
始（
一
部
平

日
も
有
り
）

Ｊ
Ｍ
Ｔ
Ｃ
古
川
教
室
（
大

崎
市
古
川
福
沼
１
丁
目
13
番
地
５

レ
ス
タ
ー
テ′
97
）

15
人

受
講
料
無
料（
テ
キ
ス
ト

代
１
万
５
８
４
円
、
資
格
試
験
を

受
験
す
る
場
合
は
受
験
料
が
別
途

必
要
で
す
）

10
月
６
日（
月
）

10
月
11
日（
土
）▼
１
回

目
＝
午
後
１
時
〜
１
時
45
分
▼
２

回
目
＝
午
後
２
時
15
分
〜
３
時

米
川
公
民
館

結
婚
を
考
え
て
い
る

本
人
ま
た
は
そ
の
家
族

結
婚
に
つ
い
て
の
悩
み

や
困
り
事
に
つ
い
て
、
一
緒
に
考

え
ま
す
。

※
結
婚
相
手
を
紹
介
す
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
日
来
ら
れ
な

い
人
に
は
、
自
宅
へ
の
訪
問
相
談

も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

開
催
日
の
前

日
ま
で
に
、
電
話
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
ハ
ピ
ふ
るW

edding

☎
０
７
０（
５
４
７
４
）４
６
８
３

◉

初
心
者
を
対

象
と
し
た
パ
ソ
コ
ン
知

識
お
よ
び
技
能
の
習
得

訓
練（
３
カ
月
訓
練
）

求
職
活
動
中
で
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
に
相
談
し
て
い
て
、
公
共

職
業
安
定
所
長
の
受
講
指
示
、
受

講
推
薦
ま
た
は
支
援
指
示
を
受
け

ら
れ
る
人20

人
県
立
気
仙
沼
高
等
技
術

専
門
校（
気
仙
沼
市
大
峠
山
１
―

１
７
４
）

10
月
28
日（
火
）〜

▶
▶
▶

◉

▶ ☎
　　　　　　　▶ ☎

　

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構

（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）で
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
平
成
26
年
度
秋
の

募
集
を
し
ま
す
。10

月
１
日（
水
）〜

11
月
４
日（
火
）

日
本
国
籍
を
持
つ
次
の

人
▼
青
年
海
外
協
力
隊
・
日
系
社

会
青
年
青
年
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
＝
20

〜
39
歳
▼
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
・
日
系
社
会
シ
ニ
ア
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
＝
40
〜
69
歳

概
要
説
明

や
体
験
談
発
表
、
応
募
相
談
、
質

疑
応
答
な
ど
を
行
い
ま
す
。
予
約

不
要
、
入
場
無
料（
入
退
場
自
由
）

▼
９
月
28
日（
日
）

午
前
10
時
か
ら
▼
10
月
１
日（
水
）

午
後
７
時
か
ら
▼
10
月
18
日（
土
）

※
事
前
に
お
住
ま
い
の
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
で
の
手
続
き
が
必
要
で
すＪ

Ｍ
Ｔ
Ｃ
古
川
教
室

☎
０
２
２
９（
２
１
）７
２
７
７

午
後
７
時
か
ら

Ａ
Ｅ
Ｒ（
ア
エ
ル
）６
階

「
ネ
！
ッ
ト
Ｕ
セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
」

（
仙
台
駅
か
ら
徒
歩
２
分
）

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
東
北

☎
０
２
２（
２
２
３
）４
７
７
２

平
成
27
年
１
月
27
日（
火
）

10
月
８
日（
水
）

10
月
15
日（
水
）
※
面

接
選
考

受
講
料
無
料
。
教
材
費

１
万
５
千
円
程
度（
自
己
負
担
）

お
住
ま
い
の
地

域
を
担
当
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク　

県
立
気
仙
沼
高

等
技
術
専
門
校

☎
０
２
２
６（
２
２
）７
０
６
８

10
月
５
日（
日
）午
前
10

時
〜
午
後
３
時

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
佐
沼

▼
不
動
産
・
会
社
法
人

の
登
記
申
請
に
関
す
る
相
談
▼
戸

籍
に
関
す
る
相
談
▼
供
託
に
関
す

る
相
談
お
よ
び
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
な

ど
の
人
権
に
関
す
る
相
談

相
談
は
無
料
。
予
約

も
で
き
ま
す（
予
約
が
な
く
て
も

相
談
で
き
ま
す
）。
法
務
局
職
員
、

公
証
人
、
人
権
擁
護
委
員
、
司
法

書
士
お
よ
び
土
地
家
屋
調
査
士
が

　

☎

　

市
民
活
動
団
体
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
タ
イ
ム
で
は
「
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
ー
ム
講
座
」
を
開

催
、
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

10
月
12
日（
日
）開
場
＝

午
後
１
時
／
開
演
＝
午
後
１
時
30

分

栗
原
市
若
柳
総
合
文
化

セ
ン
タ
ー（
ド
リ
ー
ム
・
パ
ル
）

▼
第
１
部
＝

ク
ラ
シ
ッ
ク
、
吹
奏

楽
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ス

テ
ー
ジ（
ミ
ュ
ー
ジ
カ

ル
「
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
」
よ
り
）

ほ
か
▼
第
２
部
＝
迫
桜
高
校
吹
奏

楽
部
の
演
奏（
合
同
演
奏
な
ど
）

▼
第
３
部
＝
ポ
ッ
プ
ス
ス
テ
ー
ジ

（
レ
ッ
ト
・
イ
ッ
ト
・
ゴ
ー
〜
あ

り
の
ま
ま
で
〜
）ほ
か

全
席
自
由
＝
３
０
０

円
※
小
学
生
以
下
無
料

若
柳
ウ
ィ
ン
ド
・

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ（
団
長
＝
川
村
）

☎
０
９
０（
１
０
６
８
）１
９
２
３

◉

９
月
28
日（
日
）午
前
10

時
〜
11
時
30
分

宝
江
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

市
内
の
幼
児
〜
大
人

◉

10
月
５
日（
日
）午
後
２

時
30
分
〜
４
時

登と

米よ
ま

公
民
館

市
内
の
小
学
生
〜
大

人

無
料

市

民
活
動
団
体
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
タ
イ
ム（
代
表
＝
太
田
久く

美み

子こ

）

☎
０
９
０（
７
６
６
７
）７
８
２
８

◉

☎

　

丹
精
込
め
て

育
て
あ
げ
た
秋

の
野
草
を
、
ぜ

ひ
ご
鑑
賞
く
だ

さ
い
。

10
月

11
日（
土
）、
12

日（
日
）
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
12
日
は
午
後
４
時
ま
で
）

道
の
駅
津
山
・
も
く
も

く
ラ
ン
ド
内
「
伝
習
館
」

五
葉
野
草
会（
会

長
＝
佐
々
木
清せ

い

司じ

）

☎
０
２
２
５（
６
８
）２
８
９
７

　

み
や
ぎ
産
業

振
興
機
構
で

は
、中
小
企
業
・

個
人
事
業
者
を

対
象
に
、
取
引

上
の
悩
み
や
ト
ラ
ブ
ル
、
疑
問
な

ど
を
解
決
す
る
た
め
の
ア
ド
バ
イ

ス
を
目
的
と
し
た
、
弁
護
士
に
よ

る
無
料
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

10
月
21
日（
火
）
午
後
１

時
〜
４
時（
時
間
予
約
制
）

登
米
合
同
庁
舎（
４
０
１

会
議
室
）

10
月
14
日（
火
）

ま
で
に
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
シ
ミ

リ
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

（
公
財
）み
や
ぎ
産
業
振
興
機
構

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル　

０
１
２
０（
４
１
８
）６
１
８

０
２
２（
２
１
３
）９
７
３
４

【

　

地
域
の
皆
さ
ん
に
教
育
活
動
の

現
場
を
ご
覧
い
た
だ
く
た
め
に
、

学
校
公
開
を
開
催
し
ま
す
。

10
月
６
日（
月
）〜
９
日

（
木
）

午
前
９
時
〜
午
後

３
時
20
分
〔
９
日（
木
）は
午
前
10

時
50
分
ま
で
〕

米
谷
工
業
高
等

学
校（
担
当
＝
相
沢
・
熱
海
）

☎
０
２
２
０（
４
２
）２
１
７
０

　

人
間
の
権
利
・
義
務
を
明
確
に

し
、
争
い
を
未
然
に
防
止
す
る
の

が
公
証
制
度
で
す
。

　

遺
言
、
任
意
後
見
、
離
婚（
養

育
費
や
慰
謝
料
な
ど
）や
金
銭
・

土
地
建
物
の
貸
借
、
不
動
産
の
売

買
な
ど
の
大
切
な
契
約
は
、
公
証

人
が
作
成
し
た
「
公
正
証
書
」
に

し
て
お
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま

す
。
公
証
人
と
は
、
法
務
大
臣
が

任
命
し
た
法
律
の
専
門
家
で
す
。

気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
石
巻
公
証
役
場　

☎
０
２
２
５（
２
２
）５
７
９
１

▼
古
川
公
証
役
場

☎
０
２
２
９（
２
２
）２
３
３
２

相
談
に
応
じ
ま
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

仙
台
法
務
局
民

事
行
政
調
査
官
室

☎
０
２
２（
２
２
５
）５
７
２
０


